
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 7月 10日発行  
（次号の発行は 7月 25日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：中原
なかはら

 悠
ゆう

一郎
いちろう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 No.1 

畜魂祭が行われました。 

6月 27日（金）、町営牧場にて畜魂祭が行われました。 

当日は雨に見舞われたにもかかわらず、多くの畜産関係の方々が参加

をされ、口蹄疫で犠牲となった牛や豚などの家畜の冥福を祈り、二度と

あのような事が起こらないよう、改めて防疫体制の重要性を認識されて

おられました。 

 
 
 
    
 

 

 
 
 

試験 
◆問合せ 〒889-1493新富町大字上富田 7491番地  

新富町役場 総務財政課 

担当：井下
いのした

、清
せい

、諏訪
す わ

 ☎33-6002 

職種 一般事務（Ａ） 

受験資格 
・学歴は問いません 

・平成元年 4月 2日から平成 9年 4月 1日までに生まれた者 

採用予定人数 若干名 

期日・会場・試験内

容 

・一次試験 9月 21日（日） 宮崎県立高鍋高等学校  教養試験 

・二次試験 10月下旬及び 11月中旬 新富町役場（一次合格者へ通知） 人物試験等 

申込受付期間・時間 7月 22日(火）～8月 8日（金）  午前 8時 30分～午後 5時 15分（土・日は除く） 

申込書類配布場所 新富町役場２階 総務財政課 

 

 

 

 

 

 

 

新富町職員採用試験（初級）  

 
 

   
○募集職種：看護師   ○募集人数：1名  ○賃金：日額 7,000円  ○応募期間：7月 25日まで 

○任用期間：8月上旬～平成 27年 3月 31日まで（月 8日程度の勤務となります） 

○勤務時間：月曜～金曜  午前 8時 30分～午後 5時 15分(検診実施日は、2時間早く勤務をお願いする事があります) 

○勤務場所：新富町役場 ○選考方法：書類審査（面接を行う場合あり） 

○提出書類：市販の履歴書（写真添付）、資格免許証の写し、総務財政課に備え付けの申込書（印鑑必要） 

○書類提出先：新富町役場２階 総務財政課            ※申込書は町ホームページでダウンロード可  

 

      

 

 

 

 

 

募集 新富町臨時職員（看護師）の募集 

 

◆問合せ 総務財政課  

担当：諏訪
す わ

はるな 33-6002 

 
 
 
 

7月1日以降に、下記の医療機関以外で水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタウィルスの予防接種をされる場合、対象とな

る方には予防接種費用の助成（払戻し）を行いますので、お問い合わせください。 

○対象者：接種日に新富町に住民票があり、助成対象年齢に該当する方 

○必要な書類：通帳、印鑑、予防接種の領収書、予防接種を受けた日・予防接種名が証明できるもの（母子手帳など） 

○申請期間：接種日より 6か月以内 ○その他：接種時、医療機関窓口にて一度、全額自己負担していただきます。   
 

 

 
 
 

健康 

下記の医療機関以外で接種した場合は本件に該当します 

新富町 児玉医院、新富診療所 

高鍋町 海老原総合病院、大森内科医院、たかやま小児科、永友慶子小児科、永友胃腸科内科医院 

宮崎市 竹井小児科医院、山脇内科小児科医院 

 

任意予防接種費用の一部助成の追加について  
◆問合せ いきいき健康課  

担当：石合瑠
いしあいる

美子
み こ

 33-6059 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
ひきこもり家族教室では、「ひきこもり」に対する知識を得て、家族としての適切な対処方法を学んだり、家族同士が支え

あう場を提供します。ぜひご参加ください。 

○対象：県内在住で、ひきこもりの問題を抱える家族及びその支援者 ○費用：無料 ○場所：宮崎県総合保健センター 

○日時： 8月から 11月 計 4回 午後 1時から 3時（要予約）  
 

 

 
 
 

福祉 
◆問合せ  宮崎県ひきこもり地域支援センター 

☎0985-27-8133 

 日程 テーマ 

第 1回 18月 12日（火） ひきこもりの基本的理解 

第 2回 19月 19日（火） 本人について知ろう 

第 3回 10月 10日（金） 家族の関わりについて考えよう 

第 4回 11月 37日  （金） 社会資源と社会参加 

 

 

 

 

 

 

ひきこもり家族教室のご案内  

 

 
 

 資格者証の期限切れが近づいていますので、福祉課で更新手続をお願いします。 

 また、現在、所得超過のため受給停止となられている方も届出をお願いします。 

○受付期間・時間： 7月 23日(水)～8月 29日(金)（土・日曜日を除く）の①午前 9時～正午 ②午後 1時～5時 

○お持ちいただくもの： ①身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちの方は両方ともお持ちください) 

②健康保険証(8月以降に使用できるもの)  ③旧受給資格者証  ④印鑑（スタンプ式不可） 

⑤平成 26年 1月 1日現在で新富町に住所が無かった方(生計を維持する方を含む)は旧住 

所地の所得・扶養証明書。 

※下記の受給資格に該当し、まだ申請されていない方も、申請手続を行ってください。 

☆身体障害者手帳 1級または 2級の方 ☆療育手帳Ａの方 ☆身体障害者手帳 3級と療育手帳Ｂ1の両方をお持ちの方 

 

   

 

 

重度障がい者(児)医療費受給資格者証の更新をお願いします！！ 

有効期限は7 月31 日(木)まで！ 
福祉 

 

◆問合せ 福祉課 

担当：椎葉
し い ば

由美
ゆ み

 33-6382

 

 
 

私たちの町の人権擁護委員が、悩みごとの相談をお受けします。秘密も守られますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

○日時：8月 1日(金)午前 10時～午後 3時 ○場所：新田公民館 ○相談料：無料  

○相談内容：金銭貸借、売買、相続、登記関係、その他の民事、家事・交通事故問題、その他の心配事。   
 
 
 

「人権・なやみごと相談所」開設のお知らせ 相談 ◆問合せ 町民こども課  

担当：大木
おおき

弘子
こうこ

☎33-6002 

 
 

   
特定健診を 5年連続して受診されている方は、今年度のがん検診受診料が無料となります。 

○対象者：40歳以上で平成 20～25年度の間で、特定健診を 5年連続して受診された方 

○無料のがん検診：胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がんの各種健診（町が実施する集団検診のみ）  

○申請方法：①国民健康保険加入の方  申請の必要はありません。（対象の方へハガキを送付します。） 

○申請方法：②国保以外の保険に加入されている方  身分を証明するもの、平成 20～25年度の特定健診（必要項

目をすべて満たしているもの）の結果を持参のうえ、いきいき健康課で申請を行ってください。    

 

 

 

 

 

健康 がん検診が無料で受診できます！！ 

 

◆問合せ いきいき健康課  

担当：通山
とおりやま

麗
れい

香
か

 33-6059 

 
 
 
経済産業省が示した夏季の電力需給は、電力の安定供給に最低限必要とされる予備率 3％を下回る見込みとなっ

ており、非常に厳しい見通しです。町民の皆様におかれましては、無理のない形で、できる限りの節電をお願いい

たします。 

○節電をお願いしたい期間・日時 

 7月 1日（火）～9月 30日（火）までの平日（8月 13日（水）～15（金）を除く）午前 9時～午後 8時 

     

環境 夏季の節電へご協力をお願いします。 ◆問合せ 環境水道課  

担当：宮本
みやもと

信一
しんいち

 ☎33-6072 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

    
 納付書で納められている方は、便利な口座振替をご利 

用ください。 

○納期の税目：国民健康保険税(第 1期) 

固定資産税(第 2期)  

○納期限：7月 31日(木) ○口座振替日：7月 25日(金)  

※口座振替は、事前に残高の確認をお願いします。 

※残高が不足している場合、8月 5日(火)に再度引き落

としをさせていただきます。 

 

 

7月町税 納期のお知らせ 

 

◆問合せ 税務課 担当：大西
おおにし

・秋山
あきやま

 ☎33-6076 

税金 
  

 
    
 国民健康保険の保険証(被保険者証)の有効期限が近づ

いてきました。 

有効期限を過ぎると医療機関で受診できませんので、

新しい保険証に必ず更新しましょう。 

※新しい保険証は各世帯へ 7月中に郵送します。 

※国民健康保険税の未納がある場合は、新しい保険証を

発送を見合わせることがありますので、確認をお願い

します。 

 

 

保険 
国民健康保険被保険者証の更新を 

お願いします！！ 

有効期限は7 月31 日(木)まで！ 

◆問合せ いきいき健康課  担当： 落合
おちあい

 ☎33-6059 

 
 
 
  
福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったことや相談したい

ことなどありましたら、お気軽にご相談ください。 

○日時：7月 25日(金) 午前 9時 30分～正午  ○場所：老人福祉センター  ○相談員：髙木正敏(新田新町) 

 
 
 

相談 行政機関などに対する苦情・要望は行政相談員へ 
◆問合せ 総務財政課  

担当：児玉
こだま

洋平
ようへい

 ☎33-6002 

 
 
 
縦覧期間：7月 10日（木）～8月 11日（月）（土、日、祝日を除きます。） 

縦覧時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 縦覧場所：新富町役場農業振興課 

異議・意見：新富町民の方で、この新富農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあるときは、8月 11日まで

に、町に意見書を提出することができます。また、農用地区域内にある土地の所有者やその他その土地に関し権利

を持つ方で、農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、8月 12日～8月 26日までに、町に異議を申し出

ることができます。 

     

 

      

 

行政 農業振興地域整備計画(変更案)を縦覧します ◆問合せ 農業振興課  

担当：後藤朋巳
ごとうともみ

 ☎33-6038 

トピックス 

「どうしょう？」にお答えします！ 

～しんとみ暮らしの便利帳を発行しました～ 

 暮らしに役立つ行政サービスや地域の情報を幅広く提供する

ため、「しんとみ暮らしの便利帳」を作成しました。 

 今回の作成は、官民協同事業として取り組んだため、必要な

費用は、趣旨に賛同していただいた事業者の皆様からの広告料

金で賄いました。 

 広告を掲載していただいた事業者の皆様には、快くご協力を

いただき、厚くお礼申し上げます。 

 

 

※この便利帳は、町のホームページでもご覧になれますので、

ぜひご活用ください。（スマートフォンでも可能です。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
町では、交流人口の増加等を推進するため、新しい発想で「新富町ならでは」の地域おこしに取り組む「地域おこ 

し協力隊（※）」の隊員を募集しています。ご家族やご親戚、お知り合いの方で応募対象者に該当し、地域おこし活

動に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご周知ください。たくさんのご応募をお待ちしています。 

○応募対象者：３大都市圏又は政令指定都市に居住している方で、採用後、新富町に生活の本拠を移し、住民票を異

動できる方（詳しくは町ホームページ又はまちおこし政策課までお問い合わせください。） 

※地域おこし協力隊→都市圏に住む人が、人口減少などの進む地域に移り住み、地域活性化を担う取組みを行う。 

募集 「地域おこし協力隊」の隊員募集について 
～新たな発想を求めています～ 

 

◆問合せ まちおこし政策課課  

担当：岡本
おかもと

啓二
けいじ

 33-6059 

 

 
        

 一人
ひとり

ひとりの人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されて、みんなが暮
く

らしやすい社会
しゃかい

は、ただ願
ねが

っているだけでは実現
じつげん

しません。 

そういう社会
しゃかい

づくりのためには、「人権
じんけん

について学
まな

ぶこと」が大切
たいせつ

です。 

正
ただ

しい知識
ちしき

を学
まな

んで、心
こころ

から理解
りかい

して、そして「行動
こうどう

」することが大切
たいせつ

です。 

お互
たが

いの人権
じんけん

を認
みと

め合
あ

い、いたみや苦
くる

しみを共有
きょうゆう

することが「人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

づくり」のために必要
ひつよう

で

す。 

「もし、自分
じぶん

がその立場
たちば

だったら」とつねに考
かんが

え差別
さべつ

のない平和
へいわ

な社会
しゃかい

をつくりましょう。 

人権 人権
じ ん け ん

コーナー ～人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

づくり ～ 
◆問合せ 総務財政課  

担当：井下
いのした

喜
よし

仁
ひと

 ☎33-6002 

  
 
  
 国は、独立・自立した青年就農者の大幅な増加を図るため、平成 24年度から青年就農給付金制度を創設し、給付

金を支給する事業を行っています。 

 また、新富町では、現在の国の青年就農給付金の要件が厳しく、該当者が少ない状況を踏まえ、町独自に、農業

後継者の確保や担い手を育成することなどを目的に「新富町就農支援交付金事業」を行っています。 

 それぞれの制度については、下記の要件等をご参照いただき、該当すると思われる方は、農業振興課までお問い 

合わせください。 

【国事業 青年就農給付金(経営開始型)】  
○給付対象者：次の①～④すべての要件を満たしている方。 

①＜就農時期＞平成 20年 4月以降に農業経営を開始していること。 

②＜年齢・意欲＞独立・自営就農時の年齢が 45歳未満で、農業経営者となることに強い意欲を有していること。 

        （農業経営を開始している場合は、前年度の総所得が 250万円以上のときは対象外） 

③＜権利＞本人が主宰権および農地の所有権または利用権を有していること。④＜設備＞主要な農業施設・機械を有し

ていること。 

※農業後継者については、新品目・新技術の導入や、販路開拓など新規就農者と同等のリスクを負っていること。 

※平成 26年 10月以降は、認定新規就農者に認定された方以外は申請できません。  
○給付金額・期間：1人あたり年間 150万円。最長 5年間。  
【町事業 新富町就農支援交付金】  
○交付対象者：次の①～⑤すべての要件を満たしている方。 

①＜経営形態等＞新富町に住所を有している、専業農家（法人を含む。）の後継者(ただし現農業経営者 1人 

につき、交付対象後継者は 1人とする。)または新規就農者（親元から独立し、主宰権を持っている場合を含む。）で 

あること。②＜年齢・意欲＞就農時において、年齢が 45 歳未満であり、営農への強い意欲を有していること。 

③＜就農期間＞5年以上が見込まれること。④＜就農時期＞平成 20年 4月以降に就農した者で、就農から１年以上

経過していること。⑤＜その他＞青年就農給付金（経営開始型）の助成対象でないこと。  
○交付金額：就農時に 50万円。更に、就農後 5年以内に農業経営に関する主宰権を持って、独立・自営・経 

営継承したときは、50万円を追加交付する。合計最大 100万円。 
 

 

助成 新富町就農支援交付金と青年就農給付金(経営開始型) 

に関するお知らせ 

◆問合せ 農業振興課  

担当：比江島信也
ひ え じ ま し ん や

 ☎33-6034 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ版 No.2 

平成 26年 7月 10日発行  
（次号の発行は 7月 25日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：中原
なかはら

 悠
ゆう

一郎
いちろう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 

  

 

 ごみ収集所に排出されるごみの分別が、不適切な場合が見受けられます。 

ごみを出される際は、「ごみの出し方・分け方ポスター」や「家庭ごみの分け方出し方豆辞典」で確認を確認の上 

分別を行い、袋への名前の記入を徹底してください。なお、ポスターや豆辞典をお持ちでない方は、役場総合受付

窓口・新田支所・上新田サービスコーナーなどで配布しています。 

 美しい環境を、子供たちに残すためにリサイクルの推進・ごみの減量化にご協力ください。 
 

 
 

◆問合せ   環境水道課  

担当：宮本
みやもと

信一
しんいち

 ☎33-6072 

ごみの出し方について 

  

 

放送大学は、テレビなどの放送やインターネットを利用して授業を行う、働きながら学べる通信制の大学です。 

ただいま平成26年度10月入学生を募集しています。詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお問い合わせくだ

さい。 

○科目：心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など。 

○出願期間：平成 26年 8月 31日(日)まで ※放送大学のホームページでも随時受付を行っています。 
 

放送大学 10月生募集のお知らせ 
 

◆問合せ   放送大学宮崎学習センター  

☎0982-53-1893 

  

 

○受験資格：大学卒（見込み）を除く男性・女性で昭和 62年 4月 2日から平成 9年 4月 1日までに生まれた者 

○募集人数：男性 15名程度・女性 4名程度  ○受付期間：8月 11日（月）～29日（金）（宮崎県警のホームページ 

からも申し込みが可能です。）  ○試験日：教養試験 10月 19日（日）、体力試験 10月 20日(月)～24（金）の 

うち 1日 ○申込書類配布場所：警察署、交番、駐在所（お越しになる際は、警察署等に電話していただき、申込 

書類があるか確認をしてください。） 

※警察事務職員（県職員）採用試験の案内も行っていますので、詳しくは高鍋警察署までお問い合わせください。 

 

 

 
 

 

試験 

 

 
 

◆問合せ   高鍋警察署  

担当：警務課 ☎22-0110 

警察官採用試験（Ｂ）の実施について 

  

 

 被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証をお持ちの皆様を対象とした平成 26年度がん検診を県内 9機関で 

実施します。 

 受診料は無料ですので、健康管理のために受診をお願いします。なお、検診日は各機関で異なりますので、お 

近くの保健所にお問い合わせください。 

○実施期間：8月～12月 

○実施機関：宮崎県立病院、延岡県立病院、日南県立病院、都城健康サービスセンター、小林市立病院、済生会 

 日向病院、高千穂国民健康保険病院、串間市民病院、国立病院機構宮崎病院 
 

 

 
 

◆問合せ  宮崎県健康増進課  

☎0985-26-7079 
原子爆弾被爆者がん検診実施について 



①組織力の強化 

②財政の健全運営 

③民間活力の更なる活用 

④質の高い行政サービスの提供 

⑤町民志向の行政運営 

行政改革の更なる推進について 
 

平成２６年７月１０日 
新富町長 土屋良文 

１ これまでの行政改革 

  ○事務事業の全般的な見直し           

  ○職員数と職員給与の抑制  

  ○民間活用の推進 

  ○歳出の削減と歳入の確保 

  ○窓口業務の見直しなどの行政サービスの向上 

 

２ 更なる行政改革の必要性 

   人口減少・少子高齢化     

  国・地方の厳しい財政状況   

  地方分権の進展 

 

地域の特性を活かし、新富町の個性豊かなまちづくりを推進していくには、町

政体制を整え、町民サービスの更なる充実に努め、持続可能で堅実な町政運営を

推進していく必要があります。 

このようなことから、更なる行政改革に取り組んでまいります。 

 

 

                                            ４ 行政改革の基本方針 

    

   

 

 

 

５ むすびに 

    改革は、町の取り組みだけでは進めることはできません。なにより町民の皆様

のご理解ご協力、それに町民の力「新富力」が推進の原動力になります。 

    町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

新しい時代にふさわしい 

効率的で質の高い行政運営 

を目指します。 

現状と変化への対応 

堅実な町政運営の推進 

更なる行政改革の取り組み 

町民の皆様のご理解ご協力

により、一定の成果を収め

ることができま 

したことに深く 

感謝いたします。 

 

 

３ 行政改革の基本理念 

 
 


